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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
①　業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以
下のとおりです。

イ. 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制
(a)　コンプライアンス経営の更なる強化を図るため、コンプライアンス管理
規程、行動規範に従い、当社の取締役および従業員等がコンプライアン
ス・プログラムを実践する。

(b)　コンプライアンス・プログラムを推進する組織として、コンプライアン
ス推進委員会を設置し、部署ごとに任命されたコンプライアンス推進委員
により社内教育を実施する。また、コンプライアンス違反等に関する通報
の仕組みとして内部通報制度(ホットライン)を設置、運用する。

(c)　コンプライアンス・プログラムにおいて、反社会的勢力排除に向けた取
り組みとして、コンプライアンス行動規範に、「反社会的勢力および団体
とは一切の関係を遮断する。トラブル等が発生した場合は企業をあげて立
ち向かう。」と記す。
　また、反社会的勢力排除のため、社内専門部署および責任者を定め、所
轄警察署および顧問弁護士等の外部専門機関と連携を取り、情報の共有化
を図る。更に、反社会的勢力排除に向けた連絡協議会への参加、全社員へ
のコンプライアンス行動規範の配布、社内教育の実践等により、反社会的
勢力を排除する体制を整備する。

(d)　コンプライアンスを統括・管理する部署は、当社のコンプライアンス推
進の体制を整備するとともに、コンプライアンスの実施状況について必要
に応じ取締役会に報告する。

ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(a)　文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電子文
書（以下、「文書等」という。）に記録、保存し管理する。

(b)　取締役および監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できる。
ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)　情報資産管理規程において取締役および従業員等の情報セキュリティに
関する行動規範を定め、当社が保有する全ての情報資産について、ITを利
用する場合を含め、高いセキュリティレベルを確保する。
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(b)　リスクマネジメント基本規程に従い、平時において重要なリスクの抽
出、リスク軽減策の策定および実施等を行う。

(c)　危機管理マニュアルを整備し、有事においては災害等重大かつ緊急な事
態が発生したときは、これに従い全社で対応し、事業の継続を確保するも
のとする。

(d)　リスクを統括・管理する部署は、当社のリスクを統合的に管理し、リス
ク管理体制の整備・強化を図る。

ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)　取締役会は、取締役および従業員等が共有する全社的な目標（経営方
針）を定め、本部担当取締役および各部署長はその目標達成のために各本
部目標（本部方針）および各部署目標（部署方針）を定める。

(b)　内部牽制機能を確立するため、各本部の機能および分担を明確にし適正
かつ効率的に職務が行われる体制とする。

(c)　情報システムの利用を通じて、当社の取締役および従業員等の適切な情
報伝達と意思疎通を推進する。

ホ. 当社における業務の適正を確保するための体制
　一般に公正妥当と認められた企業会計基準に従い経営実態に即した会計
処理を行うための体制を整備し運用を図り、その有効性を評価することに
より業務プロセスの適正を確保し、もって当社の財務報告に係る信頼性を
確保する。

へ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ならびに当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
(a)　現在、監査役の職務を補助する使用人は任命していないが、監査役が必
要とした場合、監査役の職務を補助する使用人（以下、「補助使用人」と
いう。）を置くものとする。また、補助使用人が他部署の使用人を兼務す
る場合は、監査役に係る業務を優先するものとする。

(b)　補助使用人の人事異動、人事評価等については、監査役の事前同意を得
ることにより、取締役からの独立性を確保する。
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ト. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制
(a)　当社の取締役および従業員等は、職務執行に関する不正行為、法令・定
款に違反する事実を発見したとき、会社に損害を与える事態が発生または
発生することが予想されるときは、所管部署を通じてリスクを統括・管理
する部署に報告し、重要な事項については当該部署の責任者が監査役に報
告する体制とする。

(b)　監査役が必要と判断したときは、いつでも当社の取締役および従業員等
に対して報告を求めることができる。

(c)　当該報告を行った者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保する体制とする。

チ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)　当社の取締役および従業員等は、監査役監査に対する理解を深め、監査
役監査の環境を整備するよう努める。

(b)　代表取締役は、定期的に監査役との意見交換等を行い、適切な意思疎通
を図り、効果的な監査業務が遂行できる体制を確保する。

(c)　監査役の職務の執行について生じる費用の処理は、監査役の請求に従
い、速やかに行うものとする。

②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のと
おりです。

イ. コンプライアンスに関する状況
　コンプライアンス推進委員会が策定したコンプライアンス・プログラムに
従い、各部署のコンプライアンス推進委員を中心とした研修や各種ツールを
活用した社員教育等を実施しております。また、内部通報制度の社内規程に
従った適正な運用、反社会的勢力排除のための不当要求防止責任者の管理な
どの取組みを行っております。なお、その結果につきましては取締役会へ報
告しております。

ロ. リスク管理に関する状況
　事業企画部が中心となり、リスクマネジメント基本規程に従い、新たなリ
スクの洗い出し、抽出されたリスクへの対策およびその進捗について定期的
に把握・検証し、必要に応じて是正するなどの対応を行っております。ま
た、その状況を取締役会へ報告しております。
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ハ. 内部監査および監査役監査の状況
　内部監査は、各本部から独立した監査室が担当しており、各本部の業務、
経理、コンプライアンス等の内部監査を定期的に実施しております。監査室
は、監査結果により改善すべき点があれば、被監査部署へ改善状況の報告を
求めるなど、内部管理体制の継続的な向上に資する役割を果たすとともに、
監査役および会計監査人との相互連携に努め、情報交換等を通じて監査の効
率性を高めております。
　監査役監査は、監査役会が定めた基準に拠り、各監査役が実施しておりま
す。また、監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席の他、取締
役、会計監査人および監査室と定期的に面談または情報交換等を行うことに
より、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備・運用状況等の確認を行っ
ております。
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会社の支配に関する基本方針
①　会社の支配に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務お
よび事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上させることを可能とする
者である必要があると考えております。

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認め
られており、当社株式に対する大量買付行為およびこれに類似する行為があっ
た場合でも、当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるか否かの判
断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えておりますの
で、当社株式について大量買付行為がなされる場合、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資するものである限り、これを一概に否定するものではあり
ません。

しかし、大量買付行為のなかには、その目的等から見て対象会社の企業価値
ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白なもの、株主に株式の売却
を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付条件等につい
て検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間
や情報を提供しないものなど、不適切なものもないとは言えません。そして、
当社は、このような不適切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者
は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考
えております。

当社の企業価値、会社の利益ひいては株主共同の利益は、
イ. 「ものづくり」に関する数々の独自ノウハウ
ロ. 独自の生産管理システム
ハ. 全国の水道事業体・管材商社・水道工事業者との信頼関係に基づくブラン

ド力
ニ. 製販一体化による顧客ニーズへの対応力
ならびに事業の担い手を構成する全体としての従業員により生み出されるもの
であり、仕入・販売のお取引先など、すべてのステークホルダーのご理解やご
協力のうえで形付けられるものであります。このような当社の企業価値を構成
する様々な要素への理解なくして、当社の企業価値、会社の利益ひいては株主
共同の利益が維持・向上されることは困難であると考えております。
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②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みの内容の概要
日本の総人口の減少と東日本大震災の経験という、水道をとりまく状況の大

きな変化をうけ、2013年３月に厚生労働省より公表された「新水道ビジョ
ン」では、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれから
も享受できるよう、今から50年後、100年後の将来を見据えた水道の理想像が
明示されております。

当社では、この「新水道ビジョン」の基本理念を共有し、水道の理想像具現
化の一翼を担うべく、時代や環境の変化に的確に対応した企業価値向上のため
の取組みを推し進めてまいります。

イ．中長期的な企業価値向上のための取組み
当社はこれまで、給水装置のトップメーカーとして、生活に欠かすこと

ができない「水」の安定供給に努め、更にその培った技術をもとに、住
宅・建築設備事業へと領域を広げてまいりました。この２つの事業をさら
に成長させて、将来ビジョン（あるべき姿）として、「安全な水の安定供
給」と「快適な住空間」を支える企業として、将来にわたり、すべての
人々が安心して暮らせる社会の実現に貢献し、広く社会から必要とされる
存在であり続けることを実現するため、2022年５月13日に「中期経営計
画2024」を策定し、公表いたしました。その概要は、以下のとおりで
す。

(a)　事業ポートフォリオ・マネジメントの推進
給水装置事業においては、「新水道ビジョン」が目指す「強靭」

「持続」「安全」の観点から、災害リスクを回避・低減する「耐震
化」製品のニーズが高まっており、時代の変化を見据えた技術開発を
さらに進め、あらたな付加価値を早く捉えて、成長させてまいりま
す。

また、住宅・建築設備事業においては、各地域の顧客基盤を活かし
た営業活動を強化するとともに、製品ラインアップの充実を図ってき
ており、既存製品を活かした空調設備分野（非住宅分野）への展開、
あわせて買収した床暖房事業とのシナジーを確実に実現することによ
って、将来に亘り、成長を牽引させてまいります。
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(b)　サスティナビリティ経営の実現
当社が将来にわたり、社会から認められる企業価値を維持・向上さ

せていくために、以下の重要課題（マテリアリティ）を特定し、確実
にその課題に取り組んでまいります。

・社会との共生
（取り組み課題）持続可能な暮らしの基盤づくり・安全・安心な製品

の安定供給
・環境との調和
（取り組み課題）CO2 排出削減・産廃物の削減・環境配慮型製品の開

発
・人財の尊重
（取り組み課題）健康経営（労働安全衛生）の推進・働きがいのある

職場環境の整備・多様な人財の育成
・責任ある行動
（取り組み課題）ガバナンスの強化・コンプライアンスの徹底

(c)　配当政策の基本方針
当社は、事業成長と業績向上を通じて、株主の皆様に対する利益還

元と、多様なステークホルダーへの貢献を両立してまいります。具体
的には、各事業年度の財政状況や将来の事業展開等を総合的に勘案
し、事業成長や地球環境の保全を図るための投資などにも考慮し、利
益還元を行うことを基本方針といたします。

配当につきましては、連結配当性向50％を目安とし、あわせて安定
性・継続性に配慮しつつ、業績動向等に鑑みて、機動的に自己株式取
得等を実施してまいります。
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ロ．不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組み

当社は、2009年６月25日開催の当社第53期定時株主総会において、「当
社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の導入を株主の皆様
にご承認いただきました。その後、継続する旨の承認決議を重ね、直近では
2023年６月28日開催の当社第67期定時株主総会において、それまでの買収
防衛策の一部変更を行ったうえで継続することにつきましても株主の皆様の
ご承認をいただいております（以下、新たに継続する買収防衛策を「本プラ
ン」といいます。）。

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり所定の手続に従う
ことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場
合や、かかる手続に従った場合であっても、当該大量買付行為が当社の企業
価値ひいては株主共同の利益を明らかに害するものであると判断される場合
には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権
の無償割当の方法（会社法第277条以下に規定されています。）により、当
社取締役会が定める一定の日における株主に対して新株予約権を無償で割り
当てるものです。

ハ．本プランの合理性
⒜　買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していると考えられるこ

と
本プランは、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した

「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関す
る指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原
則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性の原則」）を完
全に充足しており、また、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係
わる諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは2008年６月30
日に公表された、経済産業省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の
変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容、および、東京証券取引所が
2015年６月１日より適用している「コーポレートガバナンス・コード」
（2021年６月11日最終改訂）の「原則１－５ いわゆる買収防衛策」の内
容も勘案しております。
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⒝　企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導入さ
れていること

本プランは、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、株主の
皆様が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために、あるいは
当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な時間や情報を
確保すること、株主の皆様のために大量買付者と交渉を行うことを可能と
することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保または向
上することを目的として導入されるものです。

⒞　株主意思を重視するものであること
本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プラン

を廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止され
ることになり、その意味で、本プランは継続だけでなく廃止についても、
株主の皆様のご意思が反映されることになっております。

また、当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続を遵守し
た場合において、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を著しく害するものに該当すると認めたときは、本プランによる対抗措置
の実施の是非について、必ず株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認
することとしております。

それ以外の場合でも、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施
または不実施の判断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対
抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示
すものです。従って、当該発動条件に従った対抗措置の実施は、株主の皆
様のご意思が反映されたものとなります。

⒟　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するため

に、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。独立委
員会は当社の社外取締役および社外監査役ならびに社外有識者により構成
されます。

本プランにおける対抗措置の発動にあたっては、独立委員会へ諮問
し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
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このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で
決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措
置の発動を行うことを防ぐとともに、独立委員会の判断の概要については
株主の皆様等に情報開示を行うこととされており、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益の実現に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕
組みが確保されています。

⒠　合理的な客観的要件の設定
本プランは、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなければ

発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を
防止する仕組みを確保しております。

⒡　第三者専門家の意見の取得
本プランにおいては、大量買付者が出現した場合、当社取締役会およ

び独立委員会が、当社の費用で、独立した第三者の助言を得ることができ
ることとされています。これにより、当社取締役会および独立委員会によ
る判断の公正性および客観性がより強く担保される仕組みが確保されてい
ます。

⒢　デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会

により、いつでも廃止することができることとしており、取締役会の構成
員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない、いわゆるデッド・
ハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は取締役任期を１年とし
ており、期差任期制度を採用していないため、その発動を阻止するのに時
間がかかる、いわゆるスロー・ハンド型買収防衛策でもありません。

なお、本プランの詳細に関しましては、当社ウェブサイト
（https://www.qso.co.jp/corporate/baisyu.html）に掲載しておりま
す。
（注）当社は、2026年３月期から2030年３月期までを対象とした中期経営計画を

策定し、2025年８月７日付でその概要を公表しております。また、配当政策の
基本方針を変更し、2025年８月７日付でその概要を公表しております。
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（ 自　2025年 4 月 1 日
至　2026年 3 月31日 ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,358 3,711 4 3,715 839 21,000 8,689 30,529 △943 36,660

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,357 △1,357 △1,357

当 期 純 利 益 2,683 2,683 2,683

自己株式の取得 △526 △526

自己株式の処分 0 0 25 26
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
( 純 額 )

当期変動額合計 － － 0 0 － － 1,326 1,326 △500 826

当 期 末 残 高 3,358 3,711 4 3,715 839 21,000 10,015 31,855 △1,443 37,486

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 2,341 2,341 39,001

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,357

当 期 純 利 益 2,683

自己株式の取得 △526

自己株式の処分 26
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
( 純 額 )

902 902 902

当期変動額合計 902 902 1,728

当 期 末 残 高 3,244 3,244 40,730

株主資本等変動計算書
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・市場価格のない株式等
　以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法に基づく原価法

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券 償却原価法
② その他有価証券

③ 棚卸資産
・商品、製品、原材料 月別総平均法に基づく原価法

　なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定しております。

・仕掛品 ロット単位の個別法に基づく原価法
　なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 　建物及び構築物については定率法及び定額法を、そ

の他については定率法を採用しております。
　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産 　定額法によっております。なお、耐用年数について
は、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。また、ソフトウェア（自社利用）について
は、社内における見込利用可能期間（５年）による定
額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 　売上債権、その他の金銭債権の貸倒の損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。
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② 賞与引当金 　従業員に対する賞与に備えるため、将来支給する金
額のうち当事業年度の負担額を当事業年度の費用に計
上したものであり、支給見込額に基づいて計上してお
ります。

③ 役員賞与引当金 　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末におけ
る支給見込額の当事業年度の期間負担額を計上してお
ります。

④ 退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。
　また、過去勤務費用は、発生事業年度の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額
法により按分した額を費用処理しております。
　数理計算上の差異は、それぞれ発生年度の翌事業年
度から各事業年度の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（５年）による定額法により按分額を費用
処理しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
当社は、給水装置製品及び住宅・建築設備製品の製造・販売、当該製品に関連した仕入

れ商品の販売を主な事業としており、顧客との間に締結した販売契約に基づき、製品及び
商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品及び商品を顧客に引き
渡した時点において、支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しております。
なお、製品及び商品の出荷時から顧客に支配が移転するまでの期間が通常の期間である場
合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用
し、製品及び商品の出荷時点で収益を認識しております。取引価格は、期間、対象品目、
購入量等を定めた契約条件に基づくリベートや売上割引、販売手数料等の変動対価を考慮
して算定しています。また、変動対価については、顧客に支払われると見込まれる対価を
返金負債として計上しており、当該返金負債の見積りにあたっては、契約条件に基づき算
出しております。

有償支給取引について、支給品の譲渡に係る収益を認識せず、また、支給品の消滅を認
識しております。
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貸借対照表計上額

商品及び製品 7,065

仕掛品 98

原材料及び貯蔵品 1,358

有形固定資産の減価償却累計額 15,704百万円

2. 会計上の見積りに関する注記
営業循環過程から外れた棚卸資産の収益性低下の見積り

① 当事業年度の計算書類
（単位：百万円）

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
営業循環過程から外れた棚卸資産については、合理的に算定された価額によること

が困難なため、正味売却価額まで切下げる方法に代えて、帳簿価額を処分見込価額ま
で切下げる方法により計上しております。

棚卸資産は、販売部署単位で管理を行っており、当該地域の水道事業体、工事物件
で仕様・設計変更が生じた場合、販売機会が減少する可能性があります。一方で、当
該棚卸資産は、他の地域等において販売が可能なものや、製品内の部品を取外して他
の製品に組替えて使用することが可能であるため、一時的な販売機会の減少があって
も、一定期間保管し、販売統括部署の調整により、他の地域等の需要を捕捉して販売
につなげております。ただし、上記の調整期間を超えて、販売機会が生じない棚卸資
産については、収益性の低下の事実を適切に反映するため、当該棚卸資産の金額から
直近のスクラップ評価額を控除した金額を棚卸資産評価損とし、営業循環過程から外
れた棚卸資産の帳簿価額を算定しております。

当社は、棚卸資産の評価額を算定するための見積りを判断する主な仮定に用いた基
準は合理的なものであると考えておりますが、市場の変化や、予測できない経済およ
びビジネス上の前提条件の変化によって状況の変化があった場合には、翌事業年度の
棚卸資産の評価額に影響を及ぼす可能性があります。

3. 貸借対照表に関する注記
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 21,500千株 －千株 －千株 21,500千株

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 762千株 400千株 20千株 1,142千株

イ. 2025年６月26日開催の第69期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 746百万円
・１株当たり配当額 36円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月27日

ロ. 2025年11月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 610百万円
・１株当たり配当額 30円
・基準日 2025年９月30日
・効力発生日 2025年12月３日

2026年６月25日開催の第70期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 671百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 33円
・基準日 2026年３月31日
・効力発生日 2026年６月26日

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

⑵ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の数の増加及び減少は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得400千株、取
締役会の決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分20千株によるもので
す。

⑶ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
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５. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社は、安全性の高い預金等の金融資産で運用しております。なお、投機的な取引は行
わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、販売先の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、適切に与信限度額を設定し、残高を管理しております。また、回
収状況の継続的なモニタリング、与信限度額の定期的な見直しなどを行い、業況等の悪化
による回収懸念先の早期把握により当該信用リスクの軽減を図っております。
　有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的
の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期
的に時価や発行体の財務状況等を取締役会に報告し、検討されております。
　買掛金及び電子記録債務は、流動性リスクに晒されております。当該リスクに関して
は、流動性預金の確保により、リスクを軽減しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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貸借対照表
計上額 時価 差額

有価証券及び投資有価証券

① 満期保有目的の債券 900 875 △24

② その他有価証券 5,786 5,786 －

資産計 6,686 6,661 △24

区分 貸借対照表計上額

非上場株式 75

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注２）を
参照）。

（単位：百万円）

（注１）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「電
子記録債務」、「未払法人税等」、「その他流動負債（未払金）」については、現金で
あること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券②その他有価証券」には含まれ
ておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以
下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 5,786 － － 5,786

資産計 5,786 － － 5,786

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券
　　社債 － 875 － 875

資産計 － 875 － 875

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取
引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が
保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認
められないため、その時価をレベル２ の時価に分類しております。
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（繰延税金資産）
賞与引当金・未払賞与 102百万円
役員賞与引当金 9百万円
未払事業税 36百万円
未払社会保険料 15百万円
棚卸資産評価損 11百万円
退職給付引当金 70百万円
株式報酬費用 28百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額 1百万円
会員権評価損 6百万円
その他 25百万円

繰延税金資産合計 307百万円
（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 1,475百万円
前払年金費用 5百万円

繰延税金負債合計 1,480百万円
繰延税金負債の純額 1,172百万円

6. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

7. リースにより使用する固定資産に関する注記
内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、記載を省略しておりま

す。
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報告セグメント
合計給水装置

事業
住宅・建築
設備事業

商品販売
事業

北海道 689 698 237 1,625

東北 1,516 676 452 2,645

関東 6,876 6,625 1,091 14,593

中部 2,894 837 544 4,277

近畿 1,891 2,286 36 4,214

中国・四国 1,522 315 195 2,033

九州 1,469 703 120 2,293
外部顧客
への売上高 16,860 12,143 2,679 31,683

8. 収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）営業拠点の所在地を基準に集計しております。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の売上構成は、給水装置製品、住宅・建築設備製品、商品販売で成り立っている

ことから、「給水装置事業」、「住宅・建築設備事業」および「商品販売事業」を主な
事業とし、これらの製品及び商品の販売については、製品及び商品の出荷時から顧客に
支配が移転するまでの期間が通常の期間である場合には、「収益認識に関する会計基準
の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品及び商品の出荷時点で収益
を認識しております。また、取引価格は、期間、対象品目、購入量等を定めた契約条件
に基づくリベートや売上割引、販売手数料等の変動対価を考慮して算定しています。

⑶　当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当事業年度に認識した収

益（主に取引価格の変動）の額に重要性はありません。
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⑴ １株当たり純資産額 2,000円72銭
⑵ １株当たり当期純利益 130円89銭

9. １株当たり情報に関する注記

10. その他の注記
（子会社の吸収合併）

１　取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業（存続会社）
名称　　　　前澤給装工業株式会社
事業の内容　水道用給水装置機材器具の製造・販売

被結合企業（消滅会社）
名称　　　　ＱＳＯインダストリアル株式会社
事業の内容　給水給湯配管部材販売、配管工事請負

(2) 企業結合日
2025年４月１日

(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、ＱＳＯインダストリアル株式会社を消滅会社とする吸収

合併
(4) 結合後企業の名称

前澤給装工業株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項

当社は、住宅・建築設備事業の拡大を目指し、1997年３月に、同事業分野の
販売にノウハウを持つ藤伸商事株式会社（現ＱＳＯインダストリアル株式会社）
に出資しました。その後、当社におきましては同事業を順調に拡大させることと
なりましたが、現段階におきましてはＱＳＯインダストリアル株式会社と販売チ
ャネルを含む事業全般において、重複している部分が多く、事業の効率化を目指
すことを目的として、吸収合併いたしました。

２　実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
なお、これにより、当事業年度において抱合せ株式消滅差益として543百万円を特別

利益に計上いたしました。
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